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10 公有水面埋立部門

10－１ 公有水面埋立免許出願のための測量

公有水面埋立免許出願のための測量の方法等は、２ 用地部門、５ 河川・砂防・ダム

部門、６ 急傾斜地部門、７ 漁港部門、８ 作図 によるほか次の各号によるものとする。

10-1-1 調査範囲

公有水面埋立免許出願のための測量の範囲は水際線を基線とし、特に定めのある場合

を除き前面と背後地ともそれぞれ100ｍ程度とし、調査延長にあっては、起終点から多角

閉合可能な延長で囲まれた範囲とする。ただし、陸地側にあっては民地界が把握できる

ものでなければならない。

10-1-2 原図に基づく協議

細部測量等により作成された原図を基に、公有水面埋立免許出願に必要とする埋立区

域及び埋立てに関する工事の施行区域（以下「埋立区域等」という）、その他これに関連

する工事施工区域等について、業務担当員と協議しなければならない。

10-1-3 基点の決定

協議に基づき「埋立区域等」を表示する際の基点は、基本測量・公共測量で測設した

測量標及びこれに準ずる精度を保有するもの（海上保安庁設置の灯台等）による。

10-1-4 「埋立区域等」の表示

「埋立区域等」を表示する場合は、基点及び各地点間の方位角・延長等の表示に留意

しなければならない。

10-1-5 埋立に関する工事の施行区域の扱い

埋立に関する工事の施行区域には、埋立区域にかかる工事のほか埋立に関して施行さ

れるその他の工事の施行区域を全て包含するものとする。

10-1-6 地形・地物等の把握

地形・地物等の把握は、｢規程｣第３編第２章現地測量によるほか、公有水面と陸域と

の接線は春秋分における満潮位（Ｈ．Ｗ．Ｌ）を標準として把握し埋立区域等の表示線

の実延長及びその他「埋立区域等」周辺の既存の工作物の表示線の実延長を把握しなけ

ればならない。



Ⅰ-10-4

10－２ 公有水面埋立竣功認可申請のための測量

公有水面埋立竣功認可申請のための測量は、免許出願時に把握した現況と著しく変化

ある場合にその補正に必要とする測量で、その方法及び制限等は、10－１ 公有水面埋立

免許出願のための測量 に準ずるものとする。

10－３ 公有水面埋立免許出願関係図

公有水面埋立免許出願のかかる図面は、次のとおりとする。

10-3-1 位 置 図

縮尺50,000分の１以上の地形図に「埋立区域等」を表示するものとする。

10-3-2 実測平面図

縮尺は、1/1000又は1/2500とし、10-1-2 原図に基づく協議 で指示あった区域及び埋

立隣接地の土地所有者の氏名・埋立背後海浜地・海浜盛土区域・背後地隣接の民地地番

・既設排水施設・取水施設を明示し、横断図と照合できるよう作成するものとする。

なお、当該埋立工事以外の施設計画のある場合は、その計画線を点線で表示するもの

とする。

また、埋立に関する工事施行区域を二以上の区域に分割する場合は、分割された区域

も表示するものとする。

10-3-3 求積平面図

実測平面図の中に図示された「埋立区域等」を求積し、その算式等を表示するものと

する。

10-3-4 埋立背後地の下付申請図

実測平面図の中で埋立背後地に国有地が図示される場合は、その求積について業務担

当員と協議しなければならない。

10-3-5 海 図

「埋立区域等」が海面である場合は、海上保安庁刊行の海図に「埋立区域等」及び「埋

立区域等」の表示の基点を表示するものとする。この場合、海図の謄写図を使用すると

きは、水路業法第24条による海上保安庁の承認を受けなければならない。

10-3-6 埋立地横断面図

縮尺は横1/100・縦1/100以上とし、作成に当たっては、以下によるものとする。

(1) 工作物の断面を明示すること。

(2) 春秋分における潮位（Ｌ．Ｗ．Ｌ、Ｈ．Ｗ．Ｌ）を明示すること。

(3) 埋立法線（求積線）施行区域法線（求積線）を明示し、実延長を明示すること。

(4) 地盤の高さを正しく表示すること。
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(5) 既存の工作物等との関連を明示すること。

(6) 埋立法線及び施行区域線のとり方を明確にするため、現地盤線を明示することに

留意するものとする。

10-3-7 埋立地縦断面図

縮尺は横1/1000・縦1/100以上とし、作成に当たって留意すべきことは、10-3-6 埋立

地横断面図 に準ずるものとする。

10-3-8 工作物構造図

縮尺は1/100以上とし、護岸・堤防・岸壁その他これらに類する工作物の構造を表示す

ること。

作成に当たっては、以下によるものとする。

(1) 外囲施設等の工作物の構造がそれぞれ異なる断面ごとに表示すること。

(2) 潮位を表示することとし、その標示の方法（ＤＬ・ＴＰ）を記入すること。

10－４ 公有水面埋立竣功認可申請

公有水面埋立法第22条に基づく竣功許可のため作成するものとする。

10-4-1 基礎とする図面及び作成基準

公有水面埋立竣功認可申請図は、位置図・実測平面図・求積平面図等で1/1,000または

1/2,500の縮尺とする。

竣功認可申請時における埋立区域の基点及び各測設点の方向角・延長・境界標等を標

示しなければならない。

10-4-2 協議事項

基礎とする各図面の事項に不符合または不明の場合にあっては業務担当員と協議し、

その指示を受けるものとする。

10－５ 地積測量図等の作成

公有水面埋立竣功認可後、埋立地の表示登記に必要とする地積測量図・土地所在図（表

示登記申請図）を不動産登記法第80条２項により作成するものとする。
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10－６ 成果品

成果品は、次のとおりとする。

（紙媒体の場合）

名 称 規 格 縮 尺 単位 摘 要

位 置 図 1/50,000 枚 市販地図等

申 請 実 測 平 面 図
ポリエステルフィルム 1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

♯300 84㎝×119㎝ 1/2,500 標準とする

埋 立 区 域 求 積 図 〃

施 行 区 域 求 積 図 〃

施行区域求積平面図 〃

下 付 平 面 図 〃

海 図 〃 海上保安庁

横 断 図
セクションマイラー 横1/100～

１式
♯200 縦1/100～

縦 断 図 〃 〃 〃

作 工 図 〃 適 宜 枚

用 地 求 積 平 面 図
ポリエステルフィルム 1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

♯300 84㎝×119㎝ 1/2,500 標準とする

測 量 計 算 簿 Ａ４版 冊
図根点・多角点・境

界点の計算簿

資 料 図
ポリエステルフィルム

〃
♯300

土 地 調 査 表 〃
権利関係、その他一

切を含む

土 地 調 査 書 〃

土地境界立会確認書 〃

地 積 測 量 図 法務局指定のもの 式
土地現地調査書を含

む

各 図 面 の コ ピ ー 部

竣 功 平 面 図
ポリエステルフィルム

枚
♯300
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（電子納品の場合）

名 称 規 格 縮 尺 単位 摘 要

電 子 成 果 品 式

( 位 置 図 ) 1/50,000 枚 市販地図等

(申請実測平面図)
1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

1/2,500 標準とする

(埋立区域求積図) 〃

(施行区域求積図) 〃

(施行区域求積平面図) 〃
電

( 下 付 平 面 図 ) 〃
子

( 海 図 ) 〃 海上保安庁
納

( 横 断 図 )
横1/100～

１式
品 縦1/100～

( 縦 断 図 ) 〃 〃
対

( 作 工 図 ) 適 宜 枚
象

(用地求積平面図)
1/1,000～

〃
規格寸法はＡ0版を

書 1/2,500 標準とする

( 測 量 計 算 簿 ) 冊
図根点・多角点・境

類 界点の計算簿

( 資 料 図 ) 〃

( 土 地 調 査 表 ) 〃
権利関係、その他一

切を含む

( 土 地 調 査 書 ) 〃

(土地境界立会確認書) 〃

( 地 積 測 量 図 ) 法務局指定のもの 式
土地現地調査書を含

む

( 竣 功 平 面 図 ) 枚
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10－７ 参 考

公有水面埋立免許手続

出 願 人
① 利害関係人との調整
② 環境アセスメント

免 許 出 願
免 イ 所定の図書が不足してい
許 る等出願手続上、不適合
の 免 許 権 者 がある場合 却下
告 ロ 免許基準に適合していな
示 ＮＯ いことが明白である場合

① 形式審査

ＹＥＳ

② 告示・縦覧（３週間） 一般公衆（利害関係人）

③ 内容審査 ＮＯ 不免許処分

ＹＥＳ
（諮問） （議案）

地元市町村長に意見を聞く 地元市町村長 議 会

（意見） （議決）

関係行政機関に意見を聞く（海上保安官署、道の環境保全部局、その他
関係機関）

利害関係人の意見
地元市町村長の意見 に対する評価
関係行政機関の意見

④ 免許の意思決定 ＮＯ 不免許処分

ＹＥＳ イ 競願関係の整理
ロ 埋立区域の制限免許
ハ 公共帰属すべき区域の決定
ニ 免許条件の決定（免許料の算定）
ホ 期間の指定

大 臣

① 内容審査 ＮＯ 認可拒否 免許権者 不免許処分

ＹＥＳ

② 環境大臣に意見を聞く

③ 〃 の意思に対する評価

④ 認可の意思決定 ＮＯ 認可拒否 免許権者 不免許処分

ＹＥＳ
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＜参 考＞
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参考図 １
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参考図 ２
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○Ａ 公有水面埋立免許申請について

公 有 水 面 埋 立 免 許 願 書

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

北海道知事 様

出 願 者 北 海 道

出願者の住所 札幌市中央区北３条西６丁目

出願者の代表者 北 海 道 知 事

代表者の住所 札幌市中央区北１条西16丁目

公有水面埋立法第２条第１項の公有水面埋立ての免許を受けたいので、下記により、出願

します。

記

１ 埋 立 地 域

(1) 位 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2) 区 域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(3) 面 積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２ 埋立てに関する工事の施行区域

(1) 位 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2) 区 域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(3) 面 積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３ 埋立てに関する工事の施行区域・・・・・・・・・・ ・・・・・・

４ 設計の概要

(1) 埋立地の地盤の高さ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2) 護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類及び構造・・

(3) 埋立てに関する工事の施行方法・・・・・・・・・・・・・・・・

(4) 公共施設の配置及び規模の概要・・・・・・・・・・・・・・・・

５ 埋立てに関する工事の施行に要する期間・・・・・・・・・・・・・

６ 添付図書の目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(1) 埋立申請理由書 (13) 埋立地横断面図

(2) 設計概要説明書 (14) 埋立地縦断面図

(3) 資金計画書 (15) 工作物構造図

(4) 処分計画書 (16) 現況写真

(5）環境保全に関し講じる措置の説明書 (17) 土砂等採取場所位置、採取量

(6）公共施設の配置及び規模に関する説明書 運搬経路図

(7）公共水面埋立法第４条第３項の権利者の同意書 (18) 漁港施設用地利用計画平面図

(8）一般平面図 (19) 隣接者の承諾書

(9）実測平面図

(10）埋立区域求積平面図

(11）施行区域求積平面図

(12）海 図



Ⅰ-10-13

作 成 要 領

１．「住所．職業．氏名」は、出願人が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地、

名称並びに代表者の住所及び氏名を記載し、法人を設立しようとする発起人等にあっては、

その旨を付記すること。

２．「埋立てに関する施行区域」を２以上の区域に分割する場合にあっては、それぞれの区域

の面積を記載すること。

３．「埋立地の用途」については、用途が２以上である場合にあっては、それぞれの用途に係

る埋立地の配置及び規模の概要を記載すること。

４．「埋立地の用途」は、法第３条の規定による出願事項の縦覧及び地元市町村長の意見聴取、

法第４条の規定による埋立免許基準、法第13条ノ２の規定による出願事項の変更並びに法

第29条の規定による埋立地の用途変更の許可等の埋立地の用途に関する規定の趣旨を考慮

して定めさせる必要があるが、なるべく具体的であること。

この場合において、埋立地の用途のうち工業用途については、下記によるほか、少なく

とも、統計法の規定による日本標準産業分類のうち中分類によること。

工業用途のうち、石油製品製造業用地と、石炭製品製造業用地は区分するものとし、ま

た、金属製品製造業用地及び機械器具製造業用地は併せて金属機械器具製造業用地とする

ことができるものであること。

工業用途のうち、中小企業工業団地造成のための埋立てで上記により定め難いものにつ

いては、製造業用地として用途を定めることができるものであること。

主たる工業用地の関連工業用地は、主たる工業用地と同一の用途として取り扱うこと。

５．「埋立てに関する工事の施行方法」には、少なくとも、埋立工法、埋立てに用いる土砂等

の種類及び埋立てに関する工事の施行順序が記載されているものであること。

○Ｂ 竣功認可申請書

竣 功 認 可 申 請 書

令和 年（〇〇〇〇年） 月 日

様

出願人 住所

氏名

公有水面埋立法第22条第１項の竣功認可を受けたいので、下記により申請します。

記

１ 埋立区域の面積

２ 埋立ての免許の年月日及び番号

３ 添付図面の目録

(1) 実測平面図

(2) 求積平面図
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備 考

１．「住所・氏名」は、申請者が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地・名称

及び代表者の氏名を記載すること。

２．「埋立区域の面積」は、埋立てに関する工事の施行区域を２以上の区域に分割した場合

にあっては、当該区域及びその面積を記載すること。

○Ｃ 検定終了後の提出図書

(1) 公有水面埋立工事竣功検定書

(2) 竣功求積平面図及び所在地

(3) 竣功面積が免許面積と著しく相違するときは、その理由書

(4) 実測の結果、竣功の求積平面図と相違するときは、その理由書

○Ｄ 登記申請に必要な図書（表示登記・所有権保存）

(1) 土地所在図

(2) 地積測量図

(3) 公有水面埋立工事竣認可書（原本還付）

(4) 竣功告示文

(5) 地方自治法第９条の５第２項及び第260条第２項の告示文

○Ｅ 埋立地の引継 注）漁港事業は水産林務部長（総合振興局長経由）

(1) 公有水面埋立法に基づく経過処理表

(2) 埋立地求積図

(3) 土地表示登記済書

(4) 所有権保存登記済書

(5) 地積測量図
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11 水文調査
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11 水文調査
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11 水文調査

11－１ 通 則

11-1-1 一般事項

１．本仕様は雨量・水位・流量（以下「水文」という）等の観測調査及び水文資料整理に

適用する。

２．本仕様に示されていないものについては、次の規定による。

河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・令和3年4月）

水文観測（国土交通省監修・独立行政法人土木研究所編著・平成14年9月）

気象業務法

11-1-2 水文調査の区分

水文調査の区分は、以下のとおりとする。

(1) 定常的且つ継続的に行う水文調査

計画・管理及び防災上の基礎となる調査で、資料は多目的に使用されるので、観

測方法、精度及び成果の均一化を図るものとする。

(2) 特定事業目的のために行う水文調査

ダム等構造物の工事の調査など、短期間に限って狭い範囲で行われるもので、測

定方法、精度等は目的に適合するよう留意するものとする。ただし、観測期間が長

期に渡る場合は、１．定常的且つ継続的に行う水文調査 と同様に扱うものとする。

11－２ 作業計画

受託者は、業務の目的・主旨を把握した上で、設計図書に示す業務内容を確認し、１

－13 測量業務計画書 第２項に示す事項について、業務計画書を作成し、業務担当員に

提出するものとする。

11－３ 観測準備

受託者は、水文観測の開始に当たって、観測地点の状況を把握し、各要素の準備を行

うものとする。

(1) 雨量観測

記録計の設置、調整

(2) 水位観測

記録計の設置、調整、基準水位標の点検

(3) 流量観測

河川状況の把握、観測横断面の選定、横断測量
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11－４ 雨量観測

１．受託者は、設計図書に定めがある場合を除き、自記雨量計を用いて観測を行うものと

する。ただし、冬期間については、自記雨雪量計を用いるものとする。

２．雨量観測に用いる雨量計及び雨雪量計は、気象業務法及びこれに基づく気象測器検定

規則に適合したものでなければならない。

３．雨量観測が、気象業務法第６条第３項に該当する場合は、観測施設の設置及び廃止に

ついて気象庁長官に届け出が必要となるため、業務担当員と協議すること。

11－５ 水位観測

受託者は、設計図書に定めがある場合を除き、自記水位計を用いて観測を行うものと

する。なお、冬期河川結氷時は、観測所の状況に応じて、観測の継続または休止につい

て、業務担当員と協議するものとする。

11－６ 巡回保守点検

11-6-1 雨 量

１．観測機器の保守点検、記録紙交換、データロガーの回収を行うものとする。

２．巡回保守点検の頻度については、設計図書に定めのある場合を除き、月１回を標準と

する。なお、気象状況等により頻度を増減する必要がある場合は、業務担当員と協議す

るものとする。

11-6-2 水 位

１．観測機器の保守点検、記録紙交換、データロガーの回収及び河床状況の確認を行うも

のとする。なお、機器の異常や河床変動等が確認された場合は、速やかに業務担当員に

報告し協議するものとする。

２．巡回保守点検の頻度については、設計図書に定めのある場合を除き、月１回を標準と

する。なお、気象状況等により頻度を増減する必要がある場合は、業務担当員と協議す

るものとする。

11－７ 流量観測

11-7-1 観測方法

１．観測の方法は、設計図書に定めのある場合を除き、観測の目的、流量規模、観測施設

の状況等を勘案し選定しなければならない。なお、選定した観測方法については、業務

担当員の承諾を得るものとする。

２．流速測点の器深は、原則として水深７５㎝以上の場合は２割及び８割の２点法、水深

７５㎝未満の場合は６割の１点法によるものとする。

３．流量観測箇所の横断測量については、設計図書に基づき実施するものとする。
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11-7-2 観測回数

観測回数は、設計図書によるものとするが、参考として、観測目的別の観測標準回数

を表11－１に示す。

表11－１ 観測目的別流量観測標準回数

観測の目的 観測回数
備 考

年 間 （夏季／冬期）

定常且つ継続的に行う
8 （ 8／ 0）

既存HQ式の見直し

水文調査 を行う場合等

特定事業目的のために行う
40 （24／16）

水文調査（ダム事業）

特定事業目的のために行う
24 （16／ 8）

一過性の観測（単

水文調査（ダム事業以外） 年HQ）の場合等

そ の 他 適 宜
HQ式を作成しない

場合等

11-7-3 臨時観測

異状気象時の臨時観測の実施については、業務担当員と協議するものとする。

11－８ 観測機器の管理及び撤去

１．水文調査に使用する観測機器及び器材等は、常に所定の性能を保持するようにしなけ

ればならない。

２．水位・雨量観測終了後は、観測機器を撤去し、清掃・整備するものとする。

11－９ 観測資料の整理

11-9-1 共通事項

１．観測資料については、「水文観測業務規程細則 水文データ統計処理要領」に準拠し、

統計処理を行うものとする。

２．北海道全域を対象とした資料処理の均一性を確保するため、電子計算機による処理を

原則とするものとする。

３．記録紙の読み取り及びデータロガー等から得られる観測データは、所定の処理を行っ

た上で計算・整理し、電子ファイルに保存するものとする。

なお、電子ファイルの形式については、事前に業務担当員の承諾を得るものとする。

11-9-2 雨 量

１．観測記録の最小単位は、0.5㎜を基本とする。ただし、観測機器の記録単位が0.5㎜以

外の場合は、観測機器の分解能によるものとする。（例、観測機器の記録単位が0.1㎜の

場合は0.1㎜を、１㎜の場合は１㎜を最小単位とする。）
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２．観測記録は、毎正時２４回を基本とし、月ごとに整理するものとする。

３．降雨が無い場合は「（空白）」、欠測の場合は「Ｘ」で表し、無降雨と欠測を明確に区別

するものとする。また、計画休止の場合は「／」で表し、推定値及び合計値の場合は、

値の最後にそれぞれ「 ）｣、「＊」を付けるものとする。

11-9-3 水 位

１．観測記録の最小単位は、１㎝を基本とする。ただし、微少流量算出を目的とした場合

は、観測機器の精度の範囲で適宜変更するものとする。なお、変更する場合は、最小単

位について業務担当員と協議するものとする。

２．観測記録は、毎正時24回を基本とし、月ごとに整理するものとする。また、日水位と

して、毎正時24回の水位の平均値を算出するものとする。なお、１日に13個以上の欠測

があった場合は日水位は算出しないものとする。

３．結氷の場合は「Ｆ」、観測休止の場合は「／」、欠測の場合は「Ｘ」で表すものとする。

11-9-4 流 量

１．冬期結氷時に流量観測を行う観測所については、実測された流量をその日の日流量と

みなし、実測されない他の日については、前後の実測された日の流量を按分し算定する

ものとする。

２．観測休止の場合は「／」、欠測の場合は「Ｘ」で表すものとする。また、冬期結氷時

の実測値と按分値には、値の最後にそれぞれ「Ｒ」、「＞」を付けるものとする。

11－10 観測資料の照査

観測資料の照査は、「水文観測業務規程細則水文観測データ品質照査要領」に準拠し、

設計図書に基づき実施するものとする。

11-10-1 標準照査

１．雨 量

(1) 時間雨量強度の上限値超過

(2) 標準偏差時間雨量

(3) 日雨量の上限値超過

(4) 標準偏差日雨量

２．水 位

(1) 水位の上下限値超過

(2) 水位変動量の上下限値超過

(3) 同一水位の長時間継続

３．流 量

(1) ピーク流量の発生順序

(2) 水位流量曲線の妥当性
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11-10-2 高度照査

１．雨 量

(1) 近隣雨量との相関（日雨量）

(2) 近隣雨量との相関（総雨量）

２．水 位

(1) 水位の上下流相関

(2) ピーク水位の発生順序

３．流 量

(1) 流況確率値の比較

(2) 総観気象分析

11－11 観測資料取りまとめ

帳票は「水研様式」により、下記のとおりとする。

(1) 雨 量

(ｱ) 時間雨量月表

(ｲ) 日雨量年表

(ｳ) 年雨量状況調査表

(ｴ) 累年雨量状況調査表

(ｵ) 時刻雨量表

(2) 水 位

(ｱ) 時間水位月表

(ｲ) 日水位年表

(ｳ) 日水位年図

(ｴ) 位況計算書

(ｵ) 年水位状況調査表

(ｶ) 累年水位状況調査表

(3) 流 量

(ｱ) 時間流量月表

(ｲ) 日流量年表

(ｳ) 日流量年図

(ｴ) 流況計算書

(ｵ) 流況調査表

(ｶ) 累年流況調査表

(ｷ) 時刻水位流量表

(ｸ) 流量報告書

(ｹ) 水位流量曲線式計算書

(ｺ) Ｈ－√Ｑ図

(ｻ) 水位流量曲線図
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(4) 観測所台帳

(ｱ) 観測所台帳

(ｲ) 観測所横断面図

11－12 成果品

１．成果品は、11－11 観測資料取りまとめ の帳票に加え、観測所一覧表、写真、自記記

録紙、流量観測野帳及び観測所点検簿とする。

２．写真は、デジタル記録によるものとし、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機

能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。（有効画素数100万画素以上、プ

リンターはフルカラー300ｄｐｉ以上、インク・用紙等は通常の使用条件のもとで３年

間程度に顕著な劣化が生じないものとすること。）

３．成果品の提出部数については、設計図書に定めのある場合を除き、電子成果品１式を

標準とする。
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12 水質・底質調査
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12 水質・底質調査
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12 水質・底質調査

12－１ 水質調査

12-1-1 一般事項及び範囲

１．本仕様は、河川・湖沼・貯水池・海域・地下水及びその関連地域において行う水質調

査に適用する。

２．本仕様に示されていないものについては、次の規定によるものとする。

河川砂防技術基準 調査編（国土交通省・令和3年4月）

改訂ダム貯水池水質調査要領（建設省監修・(財)ﾀﾞﾑ水源地環境ｾﾝﾀｰ編・平成8年1月）

12-1-2 調査種類及び観測回数と地点

調査種類・回数及び地点については設計図書によるものとする。

12-1-3 現地作業における観測

現地作業における観測は、次に掲げる項目について行うものとする。

番 号 項 目 河 川 湖 沼 地下水 摘 要

Ａ１ 採 水 位 置 ○ ○ ○

Ａ２ 天 候 ○ ○ ○

Ａ３ 採 水 時 刻 ○ ○ ○

Ａ４ 水 位 ○ ○ ○ 湖沼は貯水位、地下水はGL-m,EL

Ａ５ 流 量 ○ ○ 湖沼は河川・流入量・放流量

Ａ６ 全 水 深 ○ ○

Ａ７ 採 水 水 深 ○ ○ ○

Ａ８ 気 温 ○ ○ ○

Ａ９ 水 温 ○ ○ ○

Ａ11 外 観 ○ ○ ○

Ａ12 臭気(冷時) ○ ○ ○

Ａ13 透 視 度 ○ ○ ○ 河川

Ａ14 透 明 度 ○ 貯水位

Ａ15 湿 度 ○

Ａ16 水 色 ○

Ａ17 風 向 ○

Ａ18 風 速 ○

Ａ19 降 水 量 ○

Ａ20 日 射 量 ○

Ｂ１ ｐＨ ○ ○ ○
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12-1-4 採水の位置・方法及び試料の分析・前処理

採水位置・方法などについては、河川砂防技術基準 調査編 第12章水質・底質調査

によるものとする。

採水には原則として採水器を用いるものとするが、地下水採水にあっては、水中ポン

プ式、エアリフト式、真空ポンプ式等、状況に応じて使い分けることとし、採取する試

料の量、試料ビンの種類及び保存のための前処理法は、別表－１によるものとする。

別表－１ 分析項目と標準採取量・試料ビンの種類・前処理法
注１）

試料の別 分 析 項 目 標準採水量 試料ビンの種類 保存のための前処理法 備 考

BOD･COD･TOC･酸度･ア ２～３ç

一般試験用 ルカリ度･色度･SO･CI (左欄の項全 ポリビン ０～10℃の暗所

硬度･Ca･F･SS･濁度 体)

ＤＯ用 ＤＯ 100ã×２ 酸素ビン 試薬Ⅰ・Ⅱを加え、冷暗所 サイホン使用

６価クロム･アルキル ポリビン 注２） 注３）

金 属 用 水銀･ヒ素を除く金属 ２～５ç (望ましくはテ 硝酸 10ã/çに添加

(total) (total) フロン製ビン)

６価クロム･アルキル 注４）

金 属 用 水銀･ヒ素を除く金属 ２～５ç 同 上 ろ紙５種Ｃでろ過した後

(溶 存) (溶存) 硝酸（１＋１）３ã/ç添加

窒素、リン用 O-N･NO3-N･NO2-N･NH4- ２ç ポリビンまた 塩酸でpH２以下にし、０～10

N･T-P･Ortho-p はガラスビン ℃の暗所

ヒ 素 用 ヒ素 １ç 同 上 無ヒ素塩酸10ã/çに添加

リン酸を加えてpH４にし、更

フェノール用 フェノール類 500ã 同 上 に硫酸銅（５水塩）１g/ç加

え10℃以下に冷却

細菌試験用 大腸菌数･一般細菌数 100ã ガラスビン ０～10℃程度に冷却、暗所 ハイロート採水

器を使用

他の容器に移し

油 分 用 n-ヘキサン抽出物質 ２～５ç ガラスビン 塩酸（１＋１）を加えてpH４ かえたり分け取

以下にして密栓し０～10℃程 りしたりしては

度に冷却 いけない

シアン用 ＣＮ 500ã ポリビン 水酸化ナトリウムを加えpH12

以上

ポリビン

アルキル水銀用 アルキル水銀化合物 ３ç (望ましくはテ ０～10℃程度に冷却

フロン製ビン)

６価クロム用 ６価クロム 500ã 同 上 ０～10℃の暗所

ＰＣＢ用 ＰＣＢ ５ç ガラスビン 不必要 直接採水するこ

と

有機リン用 有機リン系農薬 500ã 塩酸を加えて弱酸性

注）１．分析に必要な検水量は、分析方法･必要な分析精度などによっても異なるので、必ずしもこの欄に示した採水量にこだわらなくてもよい。

２．保存のために加える硝酸等は全て特級以上の試薬とする。

３．水銀の分析を行わない場合、または水銀用の試料を別途採取する場合は、硝酸のかわりに塩酸を10ã/çに添加してもよい。

４．最初のろ液50～100ãは棄てる。
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12-1-5 採水上の注意

採水に用いる器具及び試料ビンは清浄なものを用い、試料を採水する前に試料で数回

共洗いし、採水後試料ビンは栓をしてわずかの空隙を残しておくものとする。

試料ビンは、採水後ただちに整理番号・採水場所・日時等を記載した標識を添付しな

ければならない。

12-1-6 試料の運搬

試料は前処理の有無にかかわらず、採取後速やかに分析室に運搬しなければならない。

試料は分析室に搬入するまでは原則として氷などで０～10℃程度に冷却しておくものと

する。

また、運搬中、試料ビンが破損しないよう必要な処置を講じておかなければならない。

12-1-7 試料の管理

試料ビンは、標識等を確認し、直射日光を避け０～10℃程度に冷却し、冷暗所に保管

しなければならない。

また、試料は分析及び試験の終了後も作業を適性に行われたことを確認するまで保存

しなければならない。

12-1-8 調査種類別分析項目及び試験方法

室内分析作業における分析及び試験は、採水後なるべく早く行うものとする。調査種

別分析項目は、別表－２によるものとする。分析項目別試験方法は、河川砂防技術基準

調査編 第12章水質・底質調査によるものとする。

12-1-9 提出成果品

提出する成果品は、次のとおりとする。

(1) 現地野帳

(2) 分析に使用した測定機器

名称・製造会社名・型式・年式

(3) 室内作業における記録

分析項目・測定月日・測定値ならびに計算書

(4) 水質年表

(5) 観測方法・試験及び分析方法一覧表
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別表－２ 水質調査種類別分析項目表

番 調査種類 河 川 湖 沼 海 域

基 準 一 般 健 康 汚濁源 自浄作 全項目 基 準 基 準

号 項 目 項 目 項 目 項 目 項 目 用項目 項 目 項 目

Ｂ２ ＤＯ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ３ ＢＯＤ ○ ○ ○ ○

Ｂ４ ＣＯＤ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ５ ＳＳ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ６ 大腸菌数 ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ７ N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（油分） ○ ○ ○

Ｃ１ カドミウム ○ ○

Ｃ２ シアン ○ ○

Ｃ３ 有機リン ○ ○

Ｃ４ 鉛 ○ ○

Ｃ５ クロム（６価） ○ ○

Ｃ６ ヒ素 ○ ○

Ｃ７ 総水銀 ○ ○

Ｃ８ アルキル水銀 ○ ○

Ｃ９ ＰＣＢ ○

Ｄ１ フェノール類 ○ ○

Ｄ２ 銅 ○ ○

Ｄ３ 亜鉛 ○ ○

Ｄ４ 溶解性鉄 ○ ○

Ｄ５ 溶解性マンガン ○ ○

Ｄ６ クロム ○ ○

Ｄ７ フッ素 ○ ○

Ｅ１ アンモニウム態窒素 ○ ○

Ｅ２ 亜硝酸態窒素 ○ ○

Ｅ３ 硝酸態窒素 ○ ○

Ｅ４ 有機態窒素 ○

Ｅ８ 総窒素 ○ ○ ○

Ｅ13 総リン ○ ○ ○

Ｆ２ 酸度 ○ ○

Ｆ３ 導電率 ○ ○ ○

Ｆ23 塩化物イオン ○ ○ ○

Ｆ34 塩イオン界面活性剤 ○ ○

備考 １）総窒素は亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、ケルダール窒素

２）総リンはオルトリン、オルトリン以外のリン
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12－２ 底質調査

12-2-1 一般事項

底質調査は、河川・湖沼・貯水池等の適正な管理に資するため、その底部に堆積する

底質中の科学的・生物化学的性状と諸成分の含有量、並びにそれらに関与する物理的性

質の現状を明らかにすることによって、底部に堆積する土砂等の除去を実施するに当た

って、浚渫の必要性・浚渫方法・浚渫土の処分方法などを検討するための資料を得るた

めに行う調査をいう。

12-2-2 調査の順序と項目

底質調査を行う場合には、必要に応じ次の順序で調査を行うものとする。

(1) 汚染状況把握調査

(2) 概況調査

(3) 精密調査

12-2-3 汚染状況把握調査

１．採泥地点の選定

河川（湖沼・貯水池を除く）については、河口のほか、その上流に排水口などの位置

を考慮して、数個所の採泥地点を定めるものとする。湖沼・貯水池及び海域では、その

状況に応じて１水域につき少なくとも３地点以上の採泥地点を設けるものとする。

２．採泥深度

採泥は表層部のみについて行うものとする。

３．観測測定項目

調査に当たっては必要に応じ、堆積厚・堆積物の状態・色相・臭気・水分・固形分・

強熱減量・ＢＯＤ・ＣＯＤ・硫化物・総鉄・マンガン・総水銀・アルキル水銀・ＰＣＢ

・カドミウム・鉛・総クロム・６価クロム・ヒ素・亜鉛・ニッケル・総窒素・総リン・

ｎ－ヘキサン抽出物質・その他について項目を選定して測定を行うものとする。

12-2-4 概況調査

１．採泥地点の選定

概況調査においては、非感潮河川としては原則として汚濁源と推定される最上流の排

水路、または排水口より下流500ｍないし１㎞ごとの地点に採泥地点を定めるものとする。

さらに排水路合流点・排水口直下のほか、流下方向に50ｍの位置・100ｍの位置などにつ

いても採泥地点を定めることを考慮するものとする。

ただし、明らかに堆積物の沈澱が認められない位置については、調査範囲からはずし

ても差し支えない。感潮河川については、海水の溯上・淡水の逆流を考慮して、排水路

または排水口の影響がその上流部にも及ぶと考えられるときは、排水路または排水口の

上流に向かっても必要に応じて採泥地点を設けるものとする。

湖沼・貯水池及び海域については調査対象水域の規模及び予想される汚染の程度に応

じて均等に１㎞ないし６㎞メッシュで調査地点を定め、さらに主要な排水路または排水
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口の周辺の水域については、原則として排水路合流点・排水口直下のほか、同心円状に5

0ｍ・100ｍの位置などについても採泥地点を定めるものとする。

２．採泥深度

採泥は表層部のみについて行うものとする。

３．観測測定項目

調査に当たっては、堆積厚・堆積物の状態・色相・臭気・水分・固形分・強熱減量・

総水銀・アルキル水銀・カドミウム・鉛・総クロム・６価クロム・ヒ素・ＢＨＣなどか

ら当該水域の底泥の汚染と関係する成分を選定して行うものとする。さらに必要に応じ

て、総窒素・総リン・ＣＯＤ・ＢＯＤ・硫化物・総鉄・マンガン・亜鉛・ニッケル・ｎ

－ヘキサン抽出物質などについて項目を選定して測定を行うものとする。また、河川の

特性に応じて項目の測定を行うものとする。

12-2-5 精密調査

１．採泥地点の選定

精密調査においては、非感潮河川及び感潮河川については概況調査の結果に基づいて、

底泥が汚染され、あるいは堆積物が堆積している範囲の区域について、50ｍないし100ｍ

間隔で採泥地点を定めるものとする。さらに、排水路合流点・排水口直下にも採泥地点

を設け、顕著な汚濁源の付近では、採泥地点間隔を密に定めるものとする。

また、湖沼・貯水池及び影響海域では、概況調査の結果に基づいて、底部が汚染され、

あるいは堆積物が堆積している範囲の区域について、200ｍないし300ｍメッシュで採泥

地点を定めるものとする。さらに、排水路合流点・排水口直下にも採泥地点を設け、そ

れから同心円上に広がる最も影響を受けていると考えられる範囲については、採泥地点

間隔を密に定めるものとする。

２．採泥深度

調査地点における採泥は、あらかじめ数地点でボーリングを行って柱状試料を採取し、

堆積物の分布状態が一様であると認められる場合については、表層付近のみの採泥で差

し支えない。しかし、堆積物が多層にわたっている場合で、含有物に変化が認められる

場合には、ボーリングなどによる採泥を行って柱状試料を採取するものとする。

３．観測測定項目

観測測定項目は、12-2-4 概況調査 の観測測定項目の同様とする。ただし、概況調査

結果からその内容が十分把握できている項目については精密調査を省略してよい。

12-2-6 採泥方法

表層の底泥は、エクマンバージ型採泥器またはこれに準ずる採泥器を用いて採取する

のを原則とする。採泥は同一地点について３回以上行い、それらを混合して底泥試料と

する。

柱状試料を採取して深さ方向の底質調査を行う場合には、原則として底泥表面から深

さ１ｍごとの各位置において、その各々上下10㎝程度の泥を採取し、その位置の試料と

する。柱状試料の場合には１回の採泥でも差し支えない。
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12-2-7 採泥時の試料の調整

採取した底泥は、原則として清浄なホーロー製のバットに移し、木石・貝殻・動植物

片などの異物を除いたのち均等に混合し、四分法でその500～1,000ｇを清浄なポリビン

またはポリエチレン袋に入れて分析室に持ち帰るものとする。ただし、不攪乱試料を採

取する場合、あるいは、柱状試料から分析用試料をとるときの採取量が少ない場合はこ

の限りではない。なお、分析室に持ち帰る間の運搬中及び分析するまでの間は原則とし

て４℃程度に保存するものとする。

12-2-8 底質分析方法

１．重金属等有害物質の試験

総水銀・アルキル水銀・カドミウム・鉛・総クロム・６価クロム・ヒ素・ＢＨＣ・Ｐ

ＣＢの試験方法は、環境庁水質保全局制定「底質調査法」によるものとする。

２．水分含量及び有機物質に関する試験

水分含量・強熱減量・ＣＯＤ及びＢＯＤの分析は適切な方法によって行うものとする。

３．その他の重金属の試験

銅・ニッケル・亜鉛の分析は、環境庁水質保全局制定「底質調査法」のカドミウムの

測定方法に準じた前処理方法及び分析方法によって測定するものとする。

４．総窒素・総リンの試験

総窒素・総リンの分析は、適切な方法で行うものとする。

12-2-9 底泥溶出試験

１．溶出率の算定法

底泥による溶出率は、次式によって求めるものとする。

溶出率＝Ｗ２ ／Ｗ１

ここに

Ｗ１ : 溶出試験に使用した分析試料中に含まれる被測定物質の量

Ｗ２ : 溶出試験に使用した混合液の体積に相当する溶出水中に含まれる被測定物質

の量

なお、被測定物質によって高濃度に汚染されていると考えられる４地点以上の底泥に

ついて溶出率を求め、その平均値をもって当該水域における底泥の被測定物質による溶

出率とする。

２．試験溶液

溶出試験においては、その中に含まれる底泥の乾燥固形分の重量と試験溶液の体積の

比（ｇ/ã）が3/100になるように湿泥を加えた水溶液を試験溶液として使用するものと

する。

３．溶出試験方法

試験溶液500ã以上を４時間以上連続して攪拌または振動後放置し、その上澄み水をろ

紙（５種Ｃ）を用いてろ過後、ろ液中の被測定物質の含有量を定量するものとする。ま

た、別に湿泥の一定量をとり、その湿泥中に含まれる被測定物質を定量にする。この双

方により得られた被測定物質含有量を、乾泥単位重量当たりに換算するものとする。
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13 災害復旧工事測量調査
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13 災害復旧工事測量調査

13－１ 目 的

本測量調査は道路・河川等の公共土木施設災害復旧工事の設計のための測量調査を目

的とする。

13－２ 一般事項

１．調査場所（起終点）の詳細については、現地踏査にて被災状況を確認後、業務担当員

と協議して決定するものとする。

なお、現地踏査の際には、被災状況、被災痕跡（水位）等についても調査するものと

する。

２．平面図は、委託者が貸与する台帳図等の既存図面からの写図にて作成し、現地踏査や

測量結果をもとに現況の修正を行うものとする。

なお、これにより難い場合は、業務担当員と協議するものとする。

３．測量間隔は20ｍを標準とし、現地の状況等に応じて適宜プラス測点を設けるものとす

る。

４．横断測量平均幅が45ｍ以上となる場合は、業務担当員と協議するものとする。

５．作工物調査、伐開等が必要な場合は、業務担当員と協議するものとする。

６．図面は、必ず１㎜方眼が入っているものを使用するものとする。

13－３ 災害復旧査定写真整理

１．災害復旧事業の申請に必要となる写真の撮影・収集・整理を行うものとする。

２．写真の撮影及び整理方法については、「災害手帳（（一社）全日本建設技術協会）第

２章査定第１節査定準備第７写真」及び「災害査定添付写真の撮り方（（一社）全日本

建設技術協会）」によるものとする。

３．写真の収集とは、委託者が撮影した写真、関係機関や地元住民等が撮影した写真、受

託者が現地踏査時に撮影した写真等を収集するものである。

４．写真の原本は、電子データによる提出を原則とし、これ以外の電子媒体、規格につい

ては、業務担当員の承諾を得るものとする。

５．電子媒体の記録画像形式はＪＰＥＧ形式（非圧縮～圧縮率１／８まで）によるものと

する。

また、撮影内容が箇所毎に明確にわかるように、フォルダ名やファイル名を整理する

ものとする。

６．電子媒体による写真（プリント）については、必要な文字、数値等の内容の判読がで

きる機能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。（有効画素数100万画素以

上、プリンターはフルカラー300ｄｐｉ以上、インク・用紙等は通常の使用条件のもと

で３年間程度に顕著な劣化が生じないものとすること。）
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13－４ 提出成果品

提出すべき成果品は、次表を標準とする。

（紙媒体の場合）

名 称 規 格 等 単位 数 量 備 考

平 面 図 1/500～1/1,000 部 ３

縦 断 図 適 宜 部 ３

横 断 図 1/100～1/200 部 ３

作 工 図 適 宜 部 ３ 必要に応じて

原 図 式 １

測 量 成 果 簿 式 １

査 定 写 真 プリント 部 ３

写 真 原 本 CD-R等 枚 １

（電子納品の場合）

名 称 規 格 等 単位 数 量 備 考

電子成果品 式 １

電 (平 面 図) 1/500～1/1,000

子 (縦 断 図) 適 宜

納 (横 断 図) 1/100～1/200

品 (作 工 図) 適 宜 必要に応じて

対 (原 図)

象 (測 量 成 果 簿)

書 (査 定 写 真) プリント

類 (写 真 原 本)
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